
【東日本大震災による介護報酬等の 3 月分請求での給管鳥の操作について】 
平成 23 年 3 月サービス提供分に係る介護報酬等の請求で、今回の地震による被災によ

り利用料の減免又は猶予がされた利用者様に係る請求については、下記のようになりま

した。 
 
① 利用料の減免又は猶予がされた利用者様に係る介護報酬等の請求については、請求

明細書の「請求額集計欄」の保険分の給付率に１００と記載して請求します。 
 

給管鳥では、該当の利用者の利用者情報詳細画面を表示させ、介護保険情報にある

給付率を 100 に変更して［更新］してください。 
【利用者情報詳細：介護保険情報】画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給付率を 100%に変更します。 

利用者情報詳細画面で給付率を

「１００％」にすることで、介護

給付費明細書の請求額集計欄の

保険分が１００と記載されます。 



② 特定入所者介護サービス費（特定入所者介護予防サービス費）を算定する場合、 
「利用者負担額」に０と記載して請求します。 

 
給管鳥では、利用者情報詳細画面の施設情報にある特定入所者の食費等をすべて 
「０」にして［更新］してください。 

【利用者情報詳細：施設情報】画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定入所者の食費等の金

額を０にして、更新して

ください 

利用者情報詳細画面の特定入

所者の食費等を「０」にするこ

とで、利用者負担額は「０」と 
記載されます。 



③ 被保険者証を提示せずにサービスを利用した場合の請求について 
１）被保険者番号等の項目が確認できない利用者様の請求については、紙にて作成し 

   介護給付費明細書欄外上部に被保険者様の住所及び赤色で 不詳 と手書きで 
記載してください。 

 ２）上記１）において作成した介護給付費明細書のうち利用料減免等対象者に係る分

については、介護給付費明細書の欄外上部に赤色で  災１ と手書きで記載して

ください。 
 ３）上記１）２）において作成した介護給付費明細書については、通常の介護給付費

明細書と分けて介護給付費請求書を作成し、国保連へ提出してください。 
 ※ 
 被保険者証の記号・番号は不明で、かつ、利用料の減免又は猶予をした場合には、 
 不詳   災１  と記載することになります。 
 
④居宅介護支援事業所等により給付管理票が提出されない場合の請求について 
 介護サービス事業所様等においては、給付管理票の提出の有無が確認できない被保険

者の請求については、紙にて作成し、介護給付費明細書欄外上部に被保険者の住所及

び赤色で  給１ と手書きで記載し、請求します。 
 
以上については 3 月サービス提供分についてです。 
 
※ 
4 月及び 5 月介護サービス提供分については、別途連絡がありますので、 
ご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


